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県内医療機関各位 

 

岐阜県清流の国推進部外国人活躍・共生社会推進課長 

 

 

岐阜県医療通訳ボランティア斡旋事業について 

 

県では、外国人県民が安心して医療を受けられるとともに、県内の医療機関が円滑に診療

できる体制を整備することを目的として、医療機関からの依頼に応じ、医療通訳ボランティ

アを斡旋する事業を運営しています。 

このたび、オンラインによる通訳も可能とする等、見直しを行いましたので、ご案内いた

します。 

 

記 

 

１．送付物 

・岐阜県医療通訳ボランティア斡旋事業について 

・岐阜県医療通訳ボランティア斡旋事業利用規程 

・岐阜県医療通訳ボランティア斡旋事業事務処理要領 

 

２ 申し込み等 

  お問い合わせ、お申込み等はお気軽に下記事務局までご連絡ください。 

  【事務局】 

（公財）岐阜県国際交流センター 担当：高山、佐藤 

    TEL:058-214-7700  FAX:058-263-8067 メール：gic@gic.or.jp 

 

 

 
岐阜県清流の国推進部 

外国人活躍・共生社会推進課 外国人活躍推進係 

係長 水野 担当 桂川 

所在地 〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1 

電 話 058-272-1483（直通） 

ＦＡＸ 058-278-2562 

メール c11176@pref.gifu.lg.jp 


